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重 要 事 項 説 明 書 （居宅介護支援） 

 

１ 事業所の概要 

 事 業 所 名 たすけあい あさひ               

 所 在 地 横浜市旭区四季美台２８－１          

 事業者指定番号 神奈川県知事指定  １４７３２０００２８号 

 管理者・連絡先 長谷川 由美  ０４５（３６０）０１３１            

 サービス提供地域 横浜市旭区、瀬谷区、保土ヶ谷区           

 

２ 事業所の職員体制等                                (令和５年６月１日) 

職    種 従事するｻｰﾋﾞｽ種類・業務 人    員 

管 理 者 管 理 業 務 １名（常勤 １名） 

介護支援専門員 介護支援業務 
8名（常勤 6名） 

（うち主任介護支援専門員 3名） 

事務担当職員 事 務 業 務 3名（常勤 １名） 

 

 

２ 法人概要 

名称・法人種別 特定非営利活動法人  たすけあい あさひ 

設立年月日 １９９９年４月９日 

代表者名 理事長  川瀨 久美子 

所在地 横浜市旭区四季美台２８-１ 

電話番号 ０ ４ ５ （ ３ ６ ０ ） ０ １ ３ １ 

FAX番号 ０ ４ ５ （ ３ ６ ９ ） ０ ６ ２ ２ 

業務の概要 

居宅介護支援事業、訪問介護事業、訪問介護相当サービス、 

障害者総合支援事業、生活あんしんサポート、 

地域密着型通所介護、地域密着型通所相当サービス 
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３ 営業時間 

区  分 平日・祝日 土曜日・日曜日 

営業時間 ９：００～１７：００ 休業 

※年末年始は１２月２９日～１月３日を含む１週間程度、休業となります。 

 

３ 当事業所のサービス方針 

 「困った時はお互い様」の気持ちを大切にする地域の市民事業です。高齢者や障害者や

病人が、住み慣れた街で、安心して暮らし続けることができるよう支援します。 

 利用者の選択に基づき、心身の特性と能力に応じて、自立した日常生活が営めるよう、 

適切な保健福祉・医療サービス、又、地域のボランティア・ＮＰＯ等と連携し、支援体制を 

築きます。 

 

４ 事業所体制  

当社は特定事業所（Ⅱ）の体制をとります 

 特定事業所加算の趣旨 

   特定事業所加算制度は、中重度者や支援困難ケースへの積極的な対応を行うほか、 

専門性の高い人材を確保し、質の高いケアマネジメントを実施している事業所を評価し、 

地域全体のケアマネジメントの質の向上を図ることを目的として、下記条件を備えた 

事業所です。 
 

①常勤かつ専従の主任介護支援専門員を２名以上配置している 

②上記以外に、常勤かつ専従の介護支援専門員を３名以上配置している 

③利用者に関する情報またはサービス提供に当たっての留意事項にかかわる伝達等を目的 

にした会議を定期的に開催している 

④24時間連絡体制を整備し、必要に応じて利用者等の相談に対応する体制を確保している 

⑤運営基準減算または特定事業所集中減算の適用を受けていない 

⑥介護支援専門員一人あたりの取扱い件数は、４５件未満である 

⑦地域包括支援センターから支援が困難な事例を紹介された場合においても、居宅介護支援 

  を提供している介護支援専門員に対し、年間計画を作成し研修を実施している 

⑧介護支援専門員個々の現状に応じた年間研修計画を策定し、長期的視野での成長を図って 

  いる 

    ＊採用時研修  採用後１ヶ月以内 

    ＊継続研修  年２回以上 
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⑨ヤングケアラー・障害者・生活困窮者・難病者等、高齢者以外の対象者への支援に関する事例 

検討会、研修等に参加している 

⑩介護支援専門員実務研修における実習生を受け入れている 

⑪他法人が運営する指定居宅介護事業者と共同で事例検討会・研修会等を実施している 

 

事業所営業時間終了後、緊急の必要がありかつ担当ケアマネジャーへの連絡ができない 

ときは、下記携帯電話にて対応体制を確保いたします。 

070-5593-1293 

 

５ サービス利用料 

（１） 利用料 

厚生労働省の定める介護報酬（下記）を申し受けます。 

法定代理受領該当の方の場合、国民健康保険連合会から直接事業者に給付されます。 

介護保険適用の場合でも、保険料滞納等により支援事業者に直接介護保険給付が行わ 

れない場合があります。その場合、利用者は１ヶ月につき要介護区分に応じ、下記利用料

をお支払いいただきます。サービス提供証明書と領収書を発行させていただきます。 

看取り期に適切なケアマネジメント業務を行ったものの、利用者の死亡によりサービス利用 

に至らなかった場合でも、居宅介護支援の基本報酬の算定を取らせていただきます。 
 

 サ ー ビ ス 内 容 単位数 

 要介護１・２ １，０８６ 

通常算定される項目 要介護３・４・５ １，４１１ 

 特定事業所加算（Ⅱ） ４２１ 

初 回 加 算 新規として取り扱われる計画を作成した場合 ３００ 

入院時情報連携加算（Ⅰ） 
病院又は診療所に入院した日、営業時間終了後や休業日又

は翌日に、当該病院又は診療所の職員に対して必要な情報

提供を行った場合 

２５０ 

入院時情報連携加算（Ⅱ） 
病院又は診療所に入院して３日以内に、当該病院又は診療

所の職員に対して必要な情報提供を行った場合 
２００ 

イ）退院・退所加算（Ⅰ） イ 
病院又は診療所・介護保険施設等の職員から利用者に係る

必要な情報提供を、カンファレンス以外の方法により一回受

けていること 

４５０ 

ロ）退院・退所加算（Ⅰ） ロ 
病院又は診療所・介護保険施設等の職員から利用者に係る

必要な情報提供をカンファレンスにより一回受けていること 
６００ 
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ハ）退院・退所加算（Ⅱ） イ 
病院又は診療所・介護保険施設等の職員から利用者に係る

必要な情報提供をカンファレンス以外の方法により二回受け

ていること 

６００ 

ニ）退院・退所加算（Ⅱ） ロ 
病院又は診療所・介護保険施設等の職員から利用者に係る

必要な情報提供を二回受けており、うち一回はカンファレン

スによること 

７５０ 

ホ）退院・退所加算（Ⅲ） 
病院又は診療所・介護保険施設等の職員から利用者に係る

必要な情報提供を三回以上受けており、うち一回はカンファ

レンスによること 

９００ 

ターミナル 

ケアマネジメント加算 

在宅で死亡した利用者に対して死亡日前１４日以内に２日以

上居宅を訪問し身心状況を記録し、主治医及び居宅サービ

ス計画に位置付けたサービス事業者に提供した場合算定 

４００ 

緊急時 

居宅カンファレンス加算 

病院又は診療所の求めにより当該病院又は診療所の職員と

共に利用者の居宅を訪問し、カンファレンスを行い、必要に

応じて居宅サービス等の利用調整を行った場合 

２００ 

通院時情報連携加算 利用者が医療機関で診察を受ける際に同席し、医師又は歯

科医師と情報連携を行った場合。１月に１回 
５０ 

 

（２）交通費 

通常の事業地域を越えて行う指定居宅介護支援時に要した交通費は、通常の事業の実

施地域を越えた所から公共交通機関を利用した実費を徴収します。 

なお、自動車を利用した場合は通常の事業の実施地域を越えた所から、片道分を１キロ

メートルあたり30円を徴収します。 

交通費の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明を

した上で、支払に同意する旨の文書に署名（記名押印）をいただきます。 

 

 

６ 相談窓口、苦情対応 

  サービスに関する相談や苦情については、次の窓口で対応します。 

 当社お客様相談コーナー 

電話番号       ０４５（３６０）０１３１ 

FAX番号        ０４５（３６９）０６２２ 

相談員（責任者） 長谷川 由美 ・ 阿比留 幸美 

対応時間      月曜日～金曜日 

            ９：００～１７：００ 
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（１）円滑かつ迅速に苦情処理を行う対応方針等 

  苦情があった場合は直ちに連絡を取り、詳しい事情を聞くとともに、担当者 

およびサービス事業者から事情を確認します。また、管理者が必要と判断した 

場合は、管理者を含み検討会議を実施し、検討の結果および具体的な回答を 

直ちに苦情主訴者に伝え、納得がいくような理解を求めます。 

（２）苦情があったサービス事業者に対する対応方針等 

サービス事業者からの対応状況も正確に確認するとともに、その苦情の真の 

原因を突き止め、より良いサービスが提供されるよう、充分な話し合い等を 

実施します。また、定期的にサービス事業者を訪問し、円滑な対応が図れる 

ようにします。 

 

※ 区役所・神奈川県国民健康保険団体連合会でも苦情相談を受け付けております。 

 

 

７ 事故発生時の対応 

   当事業所が利用者に対して行う居宅介護サービスの提供により、事故が発生した 

場合には、速やかに利用者の家族・市町村等に連絡を行うとともに、必要な措置を 

講じます。また、当事業所が利用者に対して行った居宅介護サービスの提供により、 

賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行います。 

当事業所は「NPO活動総合保険」に加入しています。 

 

旭区役所 
旭区 

高齢障害支援課 

電話番号 ０４５（９５４）６０６１ 

F A X番号 ０４５（９５５）２６７５ 

保土ヶ谷区役所 
保土ヶ谷区 

高齢障害支援課 

電話番号 ０４５（３３４）６３９４ 

F A X番号 ０４５（３３１）６５５０ 

瀬谷区役所 
瀬谷区 

 高齢障害支援課 

電話番号 ０４５（３６７）５７１４ 

F A X番号 ０４５（３６４）２３４６ 

横浜市 
健康福祉局 

   相談調整課 

電話番号 ０４５（６７１）４０４５ 

F A X番号 ０４５（６８１）５４５７ 

神奈川県国民健康

保険団体連合会 

介護保険課 

 介護苦情相談係 

電話番号 ０４５（３２９）３４４７ 
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８ 秘密保持と個人情報の保護（使用同意など） 

   事業者及び事業者の使用する者（以下「従業者」という。）は、サービス提供をする上で 

  知り得た利用者及びその家族の秘密を正当な理由なく、第三者に漏らしません。また、 

  この秘密を保持する義務は、サービス提供契約が終了した後や従業者が退職した後も 

  継続します。 

 

９ 虐待防止への取り組み 

   利用者の尊厳の保持や人格の尊重、人権の尊重の観点から、虐待の発生やその再発を

防止するための委員会の開催、指針の整備、研修の実施等の担当者を定め取り組みます。 

 

10 権利擁護に関する措置 

   職場におけるハラスメント対策のための方針の明確化等の必要な措置を講じます。 

 

11 感染症の予防及びまん延防止のための措置 

   感染症の発生や拡大を防止するための委員会の開催、指針の整備、研修等の担当者を定

め取り組みます。 

 

12 業務継続計画の策定 

   感染症や災害発生時においても、業務を継続、又は早期に業務再開するための計画を策

定し、必要な研修及び訓練等の実施に取り組みます。 

 


